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県内文化芸術団体発表支援業務 R2.7.7
公益財団法人しまね文化振興財団

松江市殿町158
4,587,000

第167条の２
第１項第２号

他に業務を適正かつ確実に履行できるも
のがないため

文化国際課

島根県芸術文化センター特定天井改修外工
事設計業務

R2.7.10
株式会社内藤廣建築設計事務所
東京都千代田区九段南2丁目2-8

34,100,000
第167条の２
第１項第２号

他に業務を適正かつ確実に履行できるも
のがないため

文化国際課

島根県芸術文化センター照明設備更新
工事設計業務

R2.7.10
株式会社内藤廣建築設計事務所
東京都千代田区九段南2丁目2-8

6,380,000
第167条の２
第１項第２号

他に業務を適正かつ確実に履行できるも
のがないため

文化国際課

島根県民会館非常用発電機盤修繕工事 R2.7.15
株式会社山陰ディーゼル商事

松江市学園1丁目16-46
6,930,000

第167条の２
第１項第２号

他に業務を適正かつ確実に履行できるも
のがないため

文化国際課

しまねの自然公園満喫プロジェクト緊急誘客
推進業務委託（島根半島西部地域）

R2.7.3
一般社団法人出雲観光協会
出雲市大社町北荒木441-3

5,000,000
第167条の２
第１項第２号

当協会は出雲市内の関係団体で取り組
む「満喫プロジェクト島根半島西部協議
会」で旅行商品開発など誘客推進に取り
組んできており、他にこの業務を行える者
がいないため

自然環境課

しまねの自然公園満喫プロジェクト緊急誘客
推進業務委託（島根半島東部地域）

R2.7.10
大山隠岐国立公園満喫プロジェクト

島根半島東部協議会
松江市末次町86

5,000,000
第167条の２
第１項第２号

当団体は、大山隠岐国立公園島根半島
東部において、地域の魅力の再発見や体
験プログラムの作成、ガイド養成等に取り
組んできており、他にこの業務を行える者
がいないため

自然環境課

しまねの自然公園満喫プロジェクト緊急誘客
推進業務委託（三瓶山地域）

R2.7.21
三瓶山広域ツーリズム振興協議会

大田市大田町大田ロ1111番地
4,950,000

第167条の２
第１項第２号

当団体は、大山隠岐国立公園三瓶山地
域において、地域の魅力の再発見や体験
プログラムの作成等に取り組んできてお
り、他にこの業務を行える者がいないため

自然環境課

随意契約の結果の公表

部（局）等名：環境生活部    
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生活排水処理施設に係る高度処理の
実証試験

R2.7.6
国立大学法人島根大学
松江市西川津町1060

1,170,000
第167条の２
第１項第２号

本研究は昨年度に島根大学へ委託したも
のを継続して実施するものであり、今年度
はその結果を踏まえた更なる検証試験を
計画しているため、島根大学以外に委託
できないため。

環境政策課

令和２年度優良認定産業廃棄物処理
業者育成業務

R2.7.9
一般社団法人しまね産業資源循環協会

松江市東朝日町１１２番地
1,566,000

第167条の２
第１項第２号

契約の性質又は目的が競争入札に適し
ないため

廃棄物対策課

ランス美術館コレクション展広報宣伝業務 R2.7.10
株式会社山陰中央新報社

松江市殿町３８３
1,100,000

第167条の２
第１項第２号

契約の性質又は目的が競争入札に適しない
ため。

美術館

チケット販売・時間予約システム導入業務 R2.7.10
株式会社イーティックスデータファーム

東京都渋谷区渋谷2丁目６－１４
1,320,000

第167条の２
第１項第２号

契約の性質又は目的が競争入札に適しない
ため。

美術館

企画展「北斎－永田コレクション名品展」
印刷物等製作業務

R2.7.1
大村印刷株式会社

防府市西仁井令1-21-55
1,828,746

第167条の２
第１項第２号

プロポーザルを実施した結果、選定された
ため

芸術文化センター

首都圏へのグラントワの魅力発信強化事業に
係る動画配信等による「北斎」展広報業務

R2.7.17
公益財団法人

しまね文化振興財団いわみ芸術劇場
益田市有明町5－15

1,328,250
第167条の２
第１項第２号

当センターの指定管理者であり、センター
及び美術館の広報業務を担当する者以
外では、他の広報手段との調整や相乗効
果の高い業務は実施できないため。

芸術文化センター


